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カテゴリー:県政一般 

 

 

 ○生活保護法に基づく指定介護機関の指定取消処分について 

 
 

 生活保護法の規定に基づき、下記のとおり指定介護機関の指定の取消処分を行いま

したので、お知らせします。 

 

１ 対象事業者 

（１）法人名    株式会社Ｏ
オー

・Ｓ
エス

・Ｉ
アイ

 

（２）代表者    代表取締役 石川 学 

（３）所在地    千葉県柏市根戸１８６４－４カパルア１階Ａ 

 

２ 対象事業所 

（１）事業所名    訪問介護ステーション季
き

楽
らく

 

（２）所在地    埼玉県鶴ヶ島市富士見４－１９－２－１０１ 

（３）介護保険事業所番号  １１７６２００５５６ 

（４）生活保護法介護指定番号  １３－００２０７ 

（５）サービス種類   訪問介護 

（６）指定年月日   平成２５年７月１日 

（７）処分内容    指定取消 

（８）根拠法令    生活保護法第５４条の２第５項で準用する同法第 

     ５１条第２項第８号 

（９）処分理由            ア 株式会社 O・S・I（以下「O・S・I」という。）

においては、訪問介護ステーション季楽（以下「季

楽」という。）の 従業員が、平成２７年１０月

から平成２９年１月３１日までの間、季楽の事業
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所を経由することなく、住宅型有料老人ホームを

直接訪問して利用者に対して介護サービスを提

供しており、季楽の事業所は指定居宅サービス

（訪問介護）の事業所としての実体を有していな

かったから、O・S・I は、上記介護サービスに係

る居宅サービス費を請求する際、指定居宅サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準に基づ

く同一建物減算（１０％）をするべきであったに

もかかわらずこれを怠り、その結果として介護サ

ービス費用として合計５，４６４，２２０円を不

正に受給した。 

              すなわち、O・S・I は介護報酬を不正に請求し

たものであるから、介護保険法第４１条第６項に

違反したものである。 

                イ 上記アのとおり、季楽の事業所が事業所として

の実体を有していなかったのであるから、O・

S・I は、介護保険法第７５条第１項に基づき、事

業所の変更の届出を提出する必要があったにも

かかわらず、これを提出せず、同条同項に違反し

たものである。 

                   ウ 上記ア及びイの事実は、生活保護法第５４条の

２第５項（令和２年法律第４１号による改正前に

おいては、同条第４項）が準用する同法第５１条

第２項第８号による介護機関の指定の取消事由

に該当する。 

（10）処分年月日       令和４年６月１７日（金）【通知日】 

          令和４年６月２４日（金）【効力発生日】 

 


